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はじめに 

１ 条例環境影響評価書について 

本条例環境影響評価書（以下、「条例評価書」という。）は、「川崎市環境影響評価に

関する条例」(平成11年12月24日条例第48号)第26条の規定により、本事業に係る条例

環境影響評価審査書(以下、「条例審査書」という。)の内容に基づき、令和５年１月に

提出した「JR東日本南武線連続立体交差事業（矢向駅～武蔵小杉駅間）に係る条例環

境影響評価準備書」(以下、「条例準備書」という。)」に検討を加え、条例評価書とし

て作成したものである。 

 

２ 条例環境影響評価書作成までの手続き経緯 

条例評価書作成までの手続き経緯は、表－1に示すとおりである。 

表－1 条例評価書作成までの手続き経緯 

年 月 日 内  容 備  考 

令 
和 
５ 
年 

１月12日 
指定開発行為実施届及び条例準備書の提出 

川崎市環境影響評価に関する条例第９条第１項 
及び第18条第１項 

条例準備書の説明会の開催届の提出 川崎市環境影響評価に関する条例第20条第１項 

１月20日 条例準備書公告、縦覧開始 川崎市環境影響評価に関する条例第19条 

２月４日 説明会開催（第１回：幸市民館 大ホール） 川崎市環境影響評価に関する条例第20条第１項 

２月７日 
説明会開催 
（第２回：中原市民館 ２階 多目的ホール） 

川崎市環境影響評価に関する条例第20条第１項 

２月８日 説明会開催（第３回：幸市民館 大ホール） 川崎市環境影響評価に関する条例第20条第１項 

２月11日 
説明会開催 
（第４回：川崎市立玉川中学校 体育館） 

川崎市環境影響評価に関する条例第20条第１項 

３月６日 条例準備書縦覧終了、意見書締切り 
意見書提出：５名５通 
川崎市環境影響評価に関する条例第21条第１項 

５月16日 条例準備書の説明会の開催結果報告書の提出 川崎市環境影響評価に関する条例第20条第２項 

８月４日 条例見解書の提出 川崎市環境影響評価に関する条例第22条第１項 

８月16日 条例見解書公告、縦覧開始 川崎市環境影響評価に関する条例第22条第２項 

８月30日 
条例見解書縦覧終了、条例公聴会において意見
を述べたい旨の申出締切 

公述申出人：１名 
川崎市環境影響評価に関する条例第23条第１項 

９月30日 
条例公聴会の開催 
（川崎市役所 第４庁舎 ４階 第６,７会議室） 

公述人：１名、傍聴人：３名、報道：０名 
川崎市環境影響評価に関する条例第23条第２項 

11月６日 
川崎市長から川崎市環境影響評価審議会に条
例準備書について諮問 

川崎市環境影響評価に関する条例第24条第２項 

11月７日 審議会（条例準備書事業者説明及び審議） － 

11月15日 現地視察 － 

12月20日 審議会（条例準備書答申案審議） － 

12月20日 
川崎市環境影響評価審議会から川崎市長あて
条例準備書の審査結果について答申 

－ 

令 
和 
６ 
年 

１月18日 条例審査書公告、指定開発行為者あて送付 川崎市環境影響評価に関する条例第25条第１項 



３ 条例環境影響評価書の構成 

条例評価書は、条例準備書の構成を基に、第10章に「条例準備書に対する市民意見

等の概要及び指定開発行為者の見解」を、第11章に「条例準備書に対する審査結果と

指定開発行為者の見解」を追加した。 
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第１章 指定開発行為の概要 

１ 指定開発行為者等 

【指定開発行為者】 

名 称：川崎市 

代表者：川崎市長  福田 紀彦 

住 所：神奈川県川崎市川崎区宮本町１番地 
 

【鉄道事業者】 

名 称：東日本旅客鉄道株式会社 

代表者：代表取締役社長  深澤 祐二 

住 所：東京都渋谷区代々木二丁目２番２号 
 

２ 指定開発行為の名称及び種類 

名 称：JR 東日本南武線連続立体交差事業（矢向駅～武蔵小杉駅間） 

種 類：鉄道若しくは軌道の新設又は線路の改良（第２種行為） 
 

３ 指定開発行為を実施する区域 

事業区間は、図1－1及び図1－2に示すとおり、現況と同じ神奈川県川崎市川崎区

の川崎駅と東京都立川市の立川駅を結ぶ東日本旅客鉄道南武線（以下、「JR南武線」

という。）の神奈川県川崎市幸区の矢向駅から中原区の武蔵小杉駅間となっている

約4.5kmの区間である。 

本環境影響評価においては、事業において使用する用地を含めた範囲を「計画区

間」と位置付ける。 
 

位 置：川崎市幸区塚越３丁目～中原区新丸子東２丁目 

延 長：約 4.5km 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「JR 南武線連続立体交差化に向けて」（平成 28 年４月発行 川崎市） 

図 1－1 現況写真 

凡例 

   事業区間 

注） 
本事業は、道路と鉄道を立体交差する「都

市計画法」に規定する都市計画事業であり、
都市計画事業施行者の川崎市が、鉄道事業
者である東日本旅客鉄道の協力を得て行う
ものです。 
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凡 例 

    計画区間     事業区間 

    都県境      関連事業 

    市 境    （都市計画道路） 

    区 境     ５ページ参照 

    鉄道網 

    主要道路 

 
この 地図 は、「川 崎 市デ ジタ ル 地形 図

2500v5」(川崎市)及び「電子地形図 25000」

（国土地理院）を使用したものである。 図1－2 事業区間位置図 

Ｎ 

0 250ｍ 500ｍ 1km 

１：２５，０００ 

広域図 

中原区 

幸区 横浜市 

港北区 

東京都 

大田区 

川崎区 
横浜市 

鶴見区 

高
津
区 

川 崎 市 

幸 区 

横 浜 市 

鶴 見 区 

横 浜 市 

港 北 区 

東 京 都 

大 田 区 

川 崎 市 

中 原 区 

事業区間 
（現JR南武線の矢向駅から武蔵小杉駅間

の約4.5km） 
 
※計画区間：事業に使用する用地を含めた範囲 
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４ 指定開発行為の目的、事業立案の経緯等及び内容 

（１）目的、事業立案の経緯等 

ア 目的 

JR南武線は、1927年に開業、川崎駅から立川駅を結び、首都圏において環状方

向の鉄道輸送の一翼を担う重要な鉄道路線であり、川崎市域を縦断し市内の各拠

点を結び、骨格を形成するとともに、東京都心から放射状に広がる鉄道路線と結

節し、重要な交通基盤となっており、川崎市のまちづくりはJR南武線を大きな軸

としてこれまで進展してきた。 

1996年には、JR南武線沿線の市街化の進展に伴い、踏切を起因とした交通渋滞、

バスなどの公共交通機関の定時性・速達性の低下、緊急避難路の遮断といった課

題が顕在化してきたことから、武蔵小杉駅から北側の第三京浜道路高架下までの

約3.9kmの区間の連続立体交差事業を実施した。 

一方、鹿島田駅、平間駅、向河原駅においても踏切に起因する渋滞といった道

路交通に関する課題、また、路線バスの速達性低下・通学路の安全性の低下など

地域の生活利便性や生活環境に関する課題、さらに、災害発生時の物資輸送を担

う緊急輸送道路や広域避難場所への避難路確保といった災害応急対策に関する課

題が顕在化している。 

本事業は、JR南武線の矢向駅から武蔵小杉駅間の約4.5kmを連続立体交差化し、

９箇所の踏切を除去することで、道路交通の円滑化、地域分断を解消し、安全で

利便性が高く災害に強いまちづくりを推進するものである。 
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イ 事業立案の経緯等 

川崎市内のJR南武線においては、1975年に連続立体交差事業第Ⅰ期（武蔵小杉

駅～第三京浜道路高架下間）を都市計画決定し、1976年に事業着手、1996年に完

成している。 

本事業のJR南武線（矢向駅～武蔵小杉駅）についての経緯は表1－1に示すとお

り、地域と一体となって事業を進めているところである。 

今後は、本事業やこれに併せて進められる関連都市計画道路等の基盤整備、沿

線のまちづくりとの連携を図りつつ、立体交差事業の進展に向けた取組を行って

いく。 

本事業は、2022年３月に策定した「川崎市総合計画 第３期実施計画」及び2017

年３月に改定した「川崎市都市計画マスタープラン 全体構想」において事業化

に向けた取組を進めていく事業として位置付けている。 

 

表 1－1 事業立案の経緯等 

時期 内容 

2005年（平成17年） ・川崎市の総合計画（川崎再生フロンティアプラン）第Ⅰ期実行

計画に次期連続立体交差事業の検討区間としてJR南武線（尻手

駅～武蔵小杉間）を位置付け 

2007年（平成19年） ・「JR南武線未高架地域の連続立体交差化に関する請願」（署名約

55,000人）を川崎市議会にて全会一致で採択 

2008年（平成20年） ・学識経験者により構成する「川崎南武地域交通基盤あり方検討

委員会」からの提言として「尻手駅から武蔵小杉駅までの連続

立体交差化を推進するのが妥当である」を受理 

2013年（平成25年） ・「川崎市総合都市交通計画」において「JR南武線連続立体交差事

業」を短中期（10年内）に着手を目指す事業に位置付け 

2014年（平成26年） ・事業化に向けて事業調査に着手 

2016年（平成28年） ・川崎市の社会資本総合整備計画に位置付け 

・沿線で活動するさまざまな団体の代表者など地域が主体となっ

た「JR南武線連続立体交差事業に関する地域勉強会」を立ち上

げ（平成31年３月13日までに10回開催） 

2018年（平成30年）

2019年（平成31年） 
・川崎市が「JR南武線連続立体交差化ＰＲオープンハウス」を実

施（２回／年） 

2021年（令和３年） ・川崎市が令和２年度の都市計画決定の見送りを決定するととも

に、仮線高架工法を見直し、別線高架工法で事業化に向けて取

り組むことを決定 

2022年（令和４年） ・川崎市が令和５年度末に都市計画決定することを公表、別線高

架工法の「JR南武線連続立体交差事業説明会」を実施（２回／

年） 



- 5 - 

 

ウ 関連する都市計画道路事業 

本事業に関連して、JR南武線沿線地区における渋滞緩和や広域拠点・生活拠点

としての機能性向上に寄与することを目的として、表1－2に示す都市計画道路事

業を計画している（関連事業の位置は図1－2に示したとおりである）。 

 

表 1－2 関連する都市計画道路事業 

都市計画道路の名称 計画区間 延長 計画幅員 

矢向鹿島田線 
川崎市幸区塚越３丁目 367 番地先 

～中原区市ノ坪 581-1 番地先 
約 2,810ｍ 12～17ｍ 

大田神奈川線 
川崎市中原区上平間 171 番地先 

～中原区市ノ坪 581-1 番地先 
約 550ｍ 16～20ｍ 

塚越南加瀬線 
川崎市幸区塚越４丁目 351 番地先 

～幸区小倉 618-2 番地先 
約 430ｍ 12～17ｍ 

区 画 街 路 
（都市計画決定予定） 

川崎市中原区田尻町 75 番地先 

～中原区下沼部 1753 番地先 
約 1,520ｍ ６ｍ 

特 殊 街 路 
（都市計画決定予定） 

川崎市幸区塚越１丁目 131 番地先 

～中原区下沼部 1757 番地先 
約 3,450ｍ ５ｍ 

注１）矢向鹿島田線及び塚越南加瀬線は、関連事業の計画区間に都市計画道路のすりつけ部分（都市計画道
路外）が含まれるため、都市計画決定または変更予定の区間と異なる。 

注２）特殊街路は、JR 南武線東側に設置される自転車歩行者専用道路とする。 

 

関連する都市計画道路事業の経緯は、表 1－3 に示すとおりである。 

 

表 1－3 関連する都市計画道路事業の経緯 

時期 内容 

2016 年 

（平成 28 年） 

・「川崎市総合計画」において、JR 南武線連続立体交差事業の事業内容

として、矢向鹿島田線整備などの関連事業と連携して取組を推進して

いくことを位置付け 

・「第２次川崎市道路整備プログラム」において、矢向鹿島田線、大田

神奈川線、塚越南加瀬線などを JR 南武線連続立体交差事業の関連事

業として着手する方針として位置付け 

2018 年 

（平成 30 年） 

・「川崎市総合都市交通計画（平成 30 年３月改定）」において、JR 南武

線の連続立体交差と連携した、地域交通網の見直しや駅前空間の充実

を位置付け 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

エ 事業計画の策定段階における環境配慮の内容 

事業計画の策定段階における環境配慮の内容は、以下に示すとおりである。 

さらに、今後は高架となった鉄道の桁下空間について、公共施設やコミュニテ

ィ施設への有効活用に配慮した計画を行っていく。 

（ア）踏切の除去による環境配慮 

・渋滞の解消を行うことで、道路交通の円滑化による利便性の向上、地球温

暖化の防止及び省エネルギー化に配慮した。 

・踏切事故の解消による安全性の向上に配慮した。 

・発災時の円滑な避難や物資輸送など防災力の向上に配慮した。 

（イ）連続立体交差化による環境配慮 

・地域分断の解消による地域の一体化の促進に配慮した。 

・駅の高架化にあたっては、エレベーターを設置し、バリアフリー化に配慮

した。 

（ウ）その他の環境配慮 

・事業は、矢向駅から武蔵小杉駅までのすべての踏切が除去可能な計画とし

た。 

・連続立体交差となる鉄道の沿道には、沿線の日照を確保し、防災上の観点

から延焼遮断、物資輸送に資する側道整備を行うこととした。 

・本事業に関連する都市計画道路事業を対象とした自主的な環境影響評価を

行う。 
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（２）事業概要 

ア 事業計画の概要 

事業計画の概要は、表1－4に示すとおりである。 

連続立体交差化にあたっては、主に現在の線路（以下、「現在線」という。）と

関連する都市計画道路事業にあわせて取得する用地において、現在線西側に隣接

して下り線用の高架の線路を建設し、下り線の線路を切り替え、次に現在線敷地

に上り線の高架の線路を建設し、上り線の線路を切り替えて上下線の高架の線路

（以下、「計画線」という。）を建設する別線高架工法で行う。現在線、計画線の

概略図は、図1－3及び図1－4に示すとおりである。 

また、連続立体交差化とともに現状の向河原変電所を移設する計画である。 

 

表 1－4 事業計画等の概要 

項目 内容 

事業名 JR 東日本南武線連続立体交差事業（矢向駅～武蔵小杉駅間） 

事業区間 矢向駅～武蔵小杉駅 

事業延長 約 4.5km 

除去踏切数 ９箇所 

駅 ３駅（鹿島田駅、平間駅、向河原駅） 

工法 別線高架工法 

変電所（移設） １箇所（向河原変電所） 
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図 1－3 現在線及び計画線の概略平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－4 現在線及び計画線の概略横断図 

 

連続立体交差後の縦断計画は、図1－5に示すとおりである。 

事業の両端である矢向駅から武蔵小杉駅間を高架化し、９箇所の踏切を除去す

る。これに伴い矢向駅から武蔵小杉駅間に位置する鹿島田駅、平間駅、向河原駅

の３駅を高架化する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－5 縦断計画略図 

   ：現在線 

   ：計画線 
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事業区間：約 4.5km 

鹿島田駅 平間駅 向河原駅 矢向駅 

塚越踏切 

武蔵小杉駅 

川崎堀踏切 

   ：現在線 

   ：計画線 

中丸子 

第2踏切 

鹿島田踏切 中丸子 

第3踏切 

中丸子 

第１踏切 

平間駅前踏切 平間踏切 向河原駅前踏切 

東海道 
新幹線 

JR横須賀線 

   ：現在線 

   ：計画線 

事業区間：約 4.5km 

至 川崎  

向河原駅 平間駅注） 鹿島田駅 

至 立川  

武蔵小杉駅 

矢向駅 

東海道新幹線  

横須賀線  

注）平間駅は、現在の相対式から島式のプラットホームとなる。 
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イ 構造の概要 

（ア）一般部 

本事業の鉄道構造は、事業区間の両端が盛土構造、中間部は高架構造となる。 

高架構造区間の構造一般図は、図 1－6 に示すとおりである。 

地上から防音壁の天端高さは最大で約 10ｍ、橋脚間の距離は約 13ｍとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－6 構造一般図 

 

 

事業区間の両端の盛土構造、中間部の高架構造の横断図は、図 1－7(1)、(2)

に示すとおりである。 

両端の盛土構造区間は、地上から防音壁の天端高さが約２ｍ～約６ｍ、中間

部の高架構造区間は地上から防音壁の天端高さが約６ｍ～約 10ｍとなる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－7(1)横断図（盛土構造） 

東 

側 

西 

側 

計
画
上
り
線 

計
画
下
り
線 

約
２

ｍ
～

約
６

ｍ
 

約13ｍ 

最
大

約
10

ｍ
 



- 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－7(2) 横断図（高架構造） 

 

 

（イ）駅部 

各駅の構造等は表 1－5 に、駅の断面図及び平面図は図 1－8～図 1－10 に示

すとおりである。 

駅の構造については、ホームは高架部となり、高架下の通り抜けが可能な計

画とする。 

また、利用者の利便性、快適性の向上及び移動円滑化や安全に係る設備とし

て、転落防止用のホームドアを設置するとともに、昇降設備のエレベーターの

設置や、視覚障害者誘導用ブロックの設置などを計画する。 

材質、色彩等の詳細は今後決定するが、景観に配慮した計画とする。 

 

表 1－5 各駅の構造、プラットホーム形式 

駅名 駅構造形式 プラットホーム形式 

鹿島田駅 高架式 相対式 

平間駅 高架式 島式 

向河原駅 高架式 相対式 
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図 1－8(1) 駅部概略断面図（鹿島田駅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－8(2) 駅部概略平面図（鹿島田駅） 
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図 1－9(1) 駅部概略断面図（平間駅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－9(2) 駅部概略平面図（平間駅） 
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図 1－10(1) 駅部概略断面図（向河原駅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－10(2) 駅部概略平面図（向河原駅） 
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（ウ）向河原変電所 

向河原変電所の位置は、図1－11に示すとおりである。 

現在の位置から北へ約400ｍの位置に移設する。 

向河原変電所の建築計画概要は表1－6、断面図は図1－12、立面図は図1－13

に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－11 向河原変電所位置図 

 

 

表 1－6 建築計画概要（変電所） 

区分 建築面積 延べ面積 構造 階数 建物高さ 

計画建物 

（変電所） 
約 412ｍ2 約 819ｍ2 

ＲＣ造 

（一部鉄骨造） 
地上２階 

約 17ｍ 

（約 22ｍ注１）） 

敷地面積 約 1,250ｍ2 

建ぺい率 約 33.0％（60％注２）） 

容積率 約 65.5％（200％注２）） 

注１）地上から屋上クレーン上端までの高さ 

注２）「建築基準法」に定める計画建物敷地における制限 

 

約 400ｍ 

NEC 

中央研究所 

川崎市立 

橘高等学校 

川崎市立 

玉川中学校 

移設後 

移設前 

この地図は、「川崎市デジタル地形図 2500v5」(川崎市)及び

「電子地形図 25000」（国土地理院）を使用したものである。 
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図 1－12 変電所概略断面図（Ａ－Ａ’） 
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図 1－13 変電所概略立面図 
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エ 運行計画 

2022年７月末現在の JR南武線の運行計画は、表 1－7に示すとおりである。 

計画線運行時も現況と同様の運行計画を予定している。 

 

表 1－7 運行計画の概要 

項目 内容 

編成車両数 ６両編成（20ｍ／両） 

運転方法 複線（上り線１線、下り線１線） 

運転本数 

【平日】 

朝 ：２～４分間隔 

日中：１時間あたり８本（各駅停車６本、快速２本） 

夕方：４～５分間隔 

【土曜・休日】 

朝 ：５～８分間隔 

日中：１時間あたり９本（各駅停車６本、快速３本） 

夕方：６～９分間隔 

列車速度 設計最高速度注）110km/h 

注)設計上で設定される走行可能な最高速度 
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オ 除去される踏切 

除去される踏切の諸元は表 1－8 に、現状は図 1－14 に、位置は図 1－15 に示す

とおりである。立体交差化により除去される踏切は９箇所であり、すべてが「踏

切道改良促進法」（昭和 36 年 11 月７日法律第 195 号）に基づいて、踏切道におけ

る交通量、踏切事故の発生状況等を考慮し、改良する必要がある踏切道について

国土交通大臣が法指定を行った踏切となる。 

表 1－8 除去踏切の諸元 

No. 踏切名 道路名 
幹線 

道路 

踏切種別 
注１）、注２）、注３）、注４） 

踏切遮断時間 交通量 踏切交通遮断量 

開かず 
自動車 
BN 

歩行者 
BN 

ピーク時 
(分/時) 

1日あたり 
(時/日) 

自動車 
(台/日) 

自転車 
(台/日) 

歩行者
(人/日) 

二輪車 
 (台/日) 

自動車 
(台時/日) 

歩行者等 
(台人時/日) 

① 塚越 市道幸２号線   △ ○ 31  5.7  6,957  1,678  1,943  425  39,655  20,640  

② 鹿島田 
市道古市場矢上線 
(都市計画道路) 

○ ○  ○ 42  7.0  6,449  3,636  6,418  432  45,143  70,378  

③ 川崎堀 国道 409号 ○   △ 39  6.3  6,890  985  1,776  400  43,407  17,394  

④ 平間注５） 市道田尻町 12号線     34  5.9  620  841  1,287  156  3,658  12,555  

⑤ 平間駅前 
県道大田神奈川線 
(都市計画道路) 

○ ○ △ ○ 48  8.2  5,460  780  6,377  519  44,772  58,687  

⑥ 中丸子第１ 市道中丸子 97号線  ○   46  7.0  0  75  304  14  0  2,653  

⑦ 中丸子第２注５） 市道中丸子 93号線     36  5.2  235  363  1,443  40  1,222  9,391  

⑧ 中丸子第３ 市道中丸子 70号線  ○   44  6.7  1,414  364  840  107  9,474  8,067  

⑨ 向河原駅前 市道下沼都 30号線  ○  ○ 44  6.9  2,633  995  13,035  131  18,168  96,807  

注１）開かずの踏切：ピーク時間の遮断時間が 40 分／時以上の踏切 
注２）自動車ＢＮ（自動車ボトルネック踏切）：一日の踏切自動車交通遮断量※１が５万以上の踏切 

注３）歩行者ＢＮ（歩行者ボトルネック踏切）：一日あたりの踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量※２の和が５万
以上かつ一日あたりの踏切歩行者等交通遮断量が２万以上の踏切 
※１：踏切自動車交通遮断量＝自動車交通量×踏切遮断時間 

※２：踏切歩行者等交通遮断量＝歩行者および自転車の交通量×踏切遮断時間 
注４）〇：法指定されるもの、△：過年度法指定されており今後指定解除されるかは未定のもの 
注５）過年度から引き続き改良する必要がある踏切道として指定 

出典：「川崎市建設緑政局」提供データ（平成 31 年調査）より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

出典：「JR 南武線連続立体交差化に向けて」（平成 28 年４月発行 川崎市） 

図 1－14 主な踏切の現状 

塚越踏切 

塚越踏切 

平間駅前踏切 

鹿島田踏切 
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この地図は、「川崎市デジタル地形図 2500v5」(川崎市)及び「電子地形図 25000」
（国土地理院）を使用したものである。 

図1－15 除去踏切位置図 
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（３）公害防止計画 

ア 大気汚染 

本事業では、「大気汚染防止法」及び「川崎市公害防止等生活環境の保全に関す

る条例」に規定される大気汚染に係る施設の設置はない。 

 

イ 水質汚濁 

本事業では、「水質汚濁防止法」及び「川崎市公害防止等生活環境の保全に関す

る条例」に規定される水質汚濁に係る施設の設置はない。 

 

ウ 騒音、振動 

騒音では、本事業の向河原変電所において、「騒音規制法」及び「川崎市公害防

止等生活環境の保全に関する条例」に規定される空調機器を設置する。振動では、

「振動規制法」及び「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」に規定さ

れる振動に係る施設の設置はない。 

 

エ 悪臭 

本事業では、「悪臭防止法」に規定される悪臭物質を取り扱う計画はない。また、

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」に規定される悪臭を発生する

作業等はない。 

 

オ 土壌汚染 

本事業では、「土壌汚染対策法」及び「川崎市公害防止等生活環境の保全に関す

る条例」に規定される特定有害物質を取り扱う計画はない。 

 

カ 地盤沈下 

本事業では、地下水の揚水は行わないため、地盤沈下の影響は生じない。 

 

キ その他 

向河原変電所では、表 1－9 に示すとおり、「消防法」に基づく危険物等を取り

扱う計画である。 
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表 1－9 本事業で取扱う危険物等 

種 類 指定数量注１） 品 目 
最大貯蔵量注２) 

用 途 後処理方法 
L 

指定可燃物 

（可燃性液体） 
２ｍ3 シリコーン液 50,700 

電気鉄道用 業者へ委託して処理 
第４類  

第３石油類 
2,000L 

鉱物油 240 

合成油 210 

注１）「指定数量」とは、危険物等についてその危険性を勘案して政令で定められる数量であり、定められた指定数

量以上の貯蔵等は、市町村等の許可を受けた施設で行う。 

注２）「最大貯蔵量」とは、予備の保管量も含め、本施設において貯蔵可能な最大量を示す。 

 

 

また、向河原変電所では、表 1－10 に示すとおり、火災発生時の消火用に「高

圧ガス保安法」に基づく高圧ガスを保管する。保管にあたっては、関係法令及び

川崎市の指導を遵守した安全管理を行う。 

 

表 1－10 本事業で保管する高圧ガス 

種 類 数 量 該当区分 

窒素ガス 83L×90本 消火 

注）数量は、常時保管している量を示す。 

 

 

（４）供給施設計画 

ア 給水施設計画 

駅部への上水は、水道本管から新規に引き込む計画である。 

 

イ 電気供給計画 

駅部は、既設の電気ケーブルへ新規に接続し、供給を受ける計画である。 

電気供給計画は、新設される向河原変電所から車両の上部に張った架線をとお

して車両に集電する方式である。 

 

（５）排水施設計画 

駅部の雨水については、高架下雨水貯留槽に接続する。汚水の排水については、

新規に公共下水道（合流式）に接続し放流する計画である。 

線路部の雨水排水については、橋脚に設置する新設の排水管から高架下に整備す

る側溝へ排水し、雨水ますから排水管を経て公共下水道（合流式）に接続し放流す

る計画である。 
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（６）付属施設計画 

安全設備として、鉄道信号機、保安装置（自動的に減速・停止するシステム）等

を設置する。 

駅部では、利用者の利便性、快適性の向上及び移動円滑化や安全に係る設備とし

て、転落防止用のホームドアを設置するとともに、昇降設備のエレベーターの設置

や、視覚障害者誘導用ブロックの設置などを計画する。 

 

（７）廃棄物処理計画 

駅部における廃棄物保管場所は、駅部の１階に一時保管場所（廃棄物庫）を設置

する計画である。発生した廃棄物は、駅敷地内の一時保管場所に分別のうえ保管す

る。これらは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の許可を受けた業者等に委託

して、適正に処理する。 

 

（８）防・消火計画 

防火安全対策は、「消防法」、「建築基準法」、「鉄道営業法」に基づき計画する。計

画線の周辺にある既設の消火栓により消防水利を確保する計画である。 

また、向河原変電所においては、法令に基づき使用・管理についての安全対策を

講じるとともに、適切な防災体制を確立する計画である。 
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５ 工事計画 

（１）工事工程 

本事業における工事工程は、表 1－11 に示すとおりである。 

工事着手から完了までの期間は概ね 16 年を計画している。 

 

表 1－11 工事工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整地

接地線新設

屋外鉄構

屋外機器据付

建屋

屋内機器据付・試験

既存変電所撤去

線路防護網設置、作業ヤード

盛土構築

杭打設、根巻鋼管設置

高架橋躯体工事

計画線ホーム設置

上家、コンコース整備

軌道敷設
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電気撤去

変
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着手からの年数

項 目
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（２）施工計画 

本事業における工種別の主要建設機械は、表 1－12 に示すとおりである。 

 

表 1－12 工種別の主要建設機械 

工種 主要建設機械の名称（規格） 

変
電
所
工
事 

整地 
バックホウ（0.25～1.2ｍ3）、ブルドーザ（４ｔ級）、 

タイヤローラ（2.5ｔ）、コンクリートミキサー車（４ｍ3） 

接地線新設 ラフタークレーン（５～100ｔ）、クレーン付トラック（４ｔ） 

屋外鉄構 

バックホウ（0.25～1.2ｍ3）、ラフタークレーン（５～100ｔ）、 

クレーン付トラック（４ｔ）、コンクリートミキサー車（４ｍ3）、 

コンクリートポンプ車（40ｍ3/時） 

屋外機器据付 ラフタークレーン（５～100ｔ）、クレーン付トラック（４ｔ） 

建屋 
ラフタークレーン（５～100ｔ）、コンクリートミキサー車（４ｍ3）、

コンクリートポンプ車（40ｍ3/時） 

屋内機器据付・試験 ラフタークレーン（５～100ｔ）、クレーン付トラック（４ｔ） 

既存変電所撤去 

バックホウ（0.25～1.2ｍ3）、ブルドーザ（４ｔ級）、 

タイヤローラ（2.5ｔ）、ラフタークレーン（５～100ｔ）、 

クレーン付トラック（４ｔ）、コンクリートミキサー車（４ｍ3）、 

コンクリートポンプ車（40ｍ3/時） 

計
画
線
工
事 

線路防護網設置、作業ヤード 

バックホウ（0.25～1.2ｍ3）、ブルドーザ（４ｔ級）、 

タイヤローラ（2.5ｔ）、ラフタークレーン（５～100ｔ）、 

クレーン付トラック（４ｔ） 

盛土構築 バックホウ（0.25～1.2ｍ3）、ブルドーザ（４ｔ級） 

杭打設、根巻鋼管設置 ラフタークレーン（５～100ｔ） 

高架橋躯体工事 クレーン付トラック（４ｔ）、AT クレーン（120ｔ） 

計画線ホーム設置 バックホウ（0.25～1.2ｍ3）、クローラークレーン（90ｔ） 

上家、コンコース整備 
ラフタークレーン（５～100ｔ）、コンクリートミキサー車（４ｍ3）、 

コンクリートポンプ車（40ｍ3/時） 

軌道敷設 コンクリートミキサー車（４ｍ3）、コンクリートポンプ車（40ｍ3/時） 

電気工事 バックホウ（0.25～1.2ｍ3）、クローラークレーン（90ｔ） 

切替準備 クレーン付トラック（４ｔ） 

撤
去
工
事 

軌道撤去 バックホウ（0.25～1.2ｍ3）、クレーン付トラック（４ｔ） 

電気撤去 クレーン付トラック（４ｔ） 

撤去・片付け バックホウ（0.25～1.2ｍ3）、クレーン付トラック（４ｔ） 
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工事方法は、現在線西側に隣接して下り線用の高架の線路を建設し、下り線の線

路を切り替え、次に現在線敷地に上り線の高架の線路を建設し、上り線の線路を切

り替えて上下線の高架の線路を建設する。 

一般部の施工概要は図 1－16 に、駅部の施工概要は図 1－17(1)～(3)に示すとお

りである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－16 施工順序図（一般部） 

施工ステップ図（赤枠は切替線） 
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図 1－17(1) 施工順序図（駅部：鹿島田駅） 
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図 1－17(2) 施工順序図（駅部：平間駅） 

施工ステップ図（赤枠は切替線） 
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図 1－17(3) 施工順序図（駅部：向河原駅） 

施工ステップ図（赤枠は切替線） 
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（３）工事管理計画 

ア 工事時間帯 

工事時間帯は、月曜日から土曜日までの８時から 17 時までを原則とするが、工

事時間帯の前後１時間程度において作業のための準備・点検等を行うことがある。 

なお、作業の性質から線路に近接する作業や周辺交通への配慮から昼間の実施

が困難な作業等の夜間工事や土曜・祝日に工事を行う場合には、近隣民家への影

響（騒音・振動）を低減するため、極力夜間作業を少なくなるような工事計画や

極力騒音・振動の発生の少ない作業を行う。 

工事計画に変更が生じた場合には事前に周知を行い、周辺環境に配慮しつつ工

事を行う。 

 

イ 管理体制 

事業者及び工事施工者を中心とした管理体制を整えるとともに、工事に関する

周辺との調整事項については、現場事務所を設置し対応する。 

 

ウ 工事用車両台数と走行ルート 

工事期間中の搬出入車両ピーク時の１日あたりの工事用車両台数は、工事開始

後 72 ヵ月目に大型車 375 台/日（片道）、小型車 145 台/日（片道）がそれぞれ走

行する計画である。詳細は、資料編（資料１－１、資－１ページ参照）に示す。 

本事業の計画区間及び工事用車両の走行ルートは、図 1－18 に示すとおりであ

る。 
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凡 例 

計画区間 

工事用車両ルート 
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この地図は、「川崎市デジタル地形図 2500」(川崎市)及び「電子地形図 25000」

（国土地理院）を使用したものである。 

        図1－18 工事用車両ルート 
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エ 工事中の環境保全対策 

工事の週間日程ならびに作業内容を周辺住民に掲示により周知し、環境に配慮

した工事を行う計画である。 

工事中の環境保全対策としては、次の事項を実施する。 

 

（ア）保安対策 

危険防止対策として、工事を行う区域に対して仮囲い（鋼板製：高さ約２ｍ）

を設置する。 

 

（イ）交通対策 

工事用車両の出入口としては、踏切部を利用するが、近隣住民が現況同様に

横断できるよう計画する。また、踏切部周辺に施工ヤードを設置し、建設機械

や資材を仮置きする。具体的な施工ヤードの位置は、今後、関係者と協議のう

え決定する。工事用車両の運行に際しては、工事用車両の運転者に対して、法

定速度の遵守の徹底、安全運転、路上駐車及び路上待機の禁止等について、交

通規制に関する指導を行う。 

これらにより、緊急車両及び近隣住民の日常生活に著しい影響を及ぼすこと

のないよう通行及び安全の確保を図る。 

 

（ウ）排出ガス及び騒音・振動対策 

工事中に使用する建設機械には、可能な限り最新の排出ガス対策型、低騒音

型・低振動型の建設機械を使用するとともに、効率的な配備や運転操作を実施

して排出ガス及び騒音・振動を低減する。 

工事用車両は、可能な限り特定の日または時間帯に集中しないよう、計画的

な運行管理を行う。 

 

（エ）粉じん対策 

工事中は、粉じん等対策として、散水やシートの展張により粉じんの飛散を

防止する。 

また、工事用車両の退出の際には必要に応じてタイヤ洗浄を行い、周辺道路

の汚損を防止するとともに、道路清掃を適宜行う。 
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（オ）廃棄物等処理

発生する廃棄物及び建設発生土については、「建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律」に基づいて適正にリサイクルを行うとともに、「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」、「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」等に基づい

て適正に処理及び処分を行う。 

（カ）水質汚濁対策

雨水等の排水については、水質（pH、SS）を確認後、「川崎市下水道条例」で

定められた排除基準に適合する場合には、公共下水道（合流式）に接続して放

流し、適合しない場合には、適正に濁水処理を行ったのち放流する計画である。 

（キ）土壌汚染対策

本事業の計画区間は、現在の JR 南武線用地と下り線の高架を建設する用地で

あり、下り線の高架を建設する用地は、都市計画道路事業にあわせて取得する

適切な汚染土壌処理が行われた後の更地にした用地を用いる。 

（ク）石綿対策等

解体建物の石綿については、使用の有無を調査し、石綿を含有する建材が明

らかになった建物の解体工事にあたっては、「川崎市建築物等の解体等作業にお

けるアスベストの飛散防止ガイドライン」（令和３年４月 川崎市）に基づき、

所要の手続きを適正に実施し、飛散防止対策を実施する。 

なお、現在の変電所には低濃度 PCB 含有機器が存在するが、2023 年度中に低

濃度 PCB 廃棄物として適正に処理する予定である。 




